
▲バドミントン協会：プロ講師によるバドミントン講習会 ▲ゴルフ協会：ティーチングプロによるゴルフ教室
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せ

令和 ７年度ゴルフ場利用税交付金活用事業のお知らせ
問  教育振興課 文化スポーツ係　☎0952−75−8022

　多久市では、ゴルフ場利用税交付金を活用してスポー
ツ協会に加盟する各種目団体のスポーツ振興・競技力
向上のための事業を支援する補助事業を行っていま
す。令和 ７年度に行った補助事業は以下のとおりです。
■令和 ７年度内訳
　◎多久市ゴルフ協会…１５０万円
　　・市民親睦ゴルフ大会開催への補助
　　・各種ゴルフ教室への補助
　◎多久市陸上協会…21万円

　　・栄養教室の開催への補助
　　・スポーツトレーナーの派遣への補助
　◎多久市バドミントン協会…15万円
　　・青少年育成・競技力向上への補助
　◎多久市グラウンド・ゴルフ協会…11万円
　　・�多久市民へのグラウンド・ゴルフ競技普及拡大

への補助
　◎東多久町スポーツ協会… ３万円
　　・�グラウンド・ゴルフ大会開催への補助

経済センサス活動調査を実施します
問  情報政策課 広報広聴係　☎0952−75−2280

　経済センサス－活動調査は、全ての産業分野の事業
所・企業の売上や費用などの経理項目を把握し、我が
国における事業所・企業の経済活動を明らかにするこ
となどを目的として、 ５年に １度実施する調査です。

　〇�６ 月 １ 日現在で、全国のすべての事業所・企業を
対象に「令和 ８年経済センサス－活動調査」を実
施します。

　〇�支所を有さない比較的小規模な事業所や個人経営
の事業所へは、 ４月にインターネット回答用の調
査書類が郵送されますので、ぜひインターネット
でご回答をお願いします。

　〇�インターネット未回答の事業所や新たに把握した
事業所には、 ５月に都道府県知事が任命する調
査員がお伺いして紙の調査票を配布します。イン
ターネットでご回答いただくか、記入した紙の調
査票を調査員に提出してください。（調査員によ
る調査）


